
連携教育プログラムの実施に関する協定書

国立大学法人三重大学（以下「甲」という。）及び独立行政法人国立裔等専門学校機構鳥

羽商船晶等専門学校（以下「乙」という。）は， 連携教育プログラムの実施に関し， 次の条

項により協定を締結する。

（目的）

第 1条 この協定は， 甲及び乙が連携・協力して， それぞれ強みを持つ教育資源を有効に

活用しつつ， 教育内容の高度化を屈り， 実践的・創造的な技術者の養成に寄与すること

を目的とする。

（募集人員）

第 2条 連携教育プログラムの募集人員は， 次の各号のとおりとする。

(1) 三重大学工学部総合工学科3年次編入学 若干名

(2) 鳥羽商船高等専門学校専攻科 生産システム工学専攻 若干名

（教員の配置）

第 3条 連携教育プログラムの授業科目を実施するために， 甲及び乙は， 次の各号の要件

を満たした教員を適切に配置しなければならない。

(1) 甲が開設する授業科目にあっては， 大学設置基準に定める教員の資格を有すること。

(2) 乙が開設する授業科目にあっては， 専攻科における教育を担当するにふさわしい教

育上の能力を有すると認められること。

2 連携教育プログラムの実施のために，甲及び乙は，当該連携教育プログラムを履修する

学生の厚生補導及び甲乙間の連絡調整を行う教員を配置しなければならない。

（教育の内容）

第 4条 連携教育プログラムにおいては， 社会で活躍できる実践力を身につけた晶度専門

技術者を養成するため， 甲及び乙の双方が持つ教育研究資源を有効活用し， さらに連携

した研究指導を通じて課題解決力や研究力の強化を涵養する。 これにより， 将来的な大

学院入学までを視野に入れたシームレスな教育を行う。

（業務運営）

第 5条 連携教育プログラムの業務運営は， 甲及び乙が分担して行う。








